
【共同漁業権】
免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同1号
伊平屋村漁業協同組合
伊是名漁業協同組合

伊是名島及び伊平屋島
周辺を囲んだ沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度542.17分
経度127度55.711分
緯度26度53.503分
経度127度53.614分
緯度26度58.702分
経度128度0.338分
緯度27度7.263分
経度128度3.07分
緯度26度54.047分
経度127度58.337分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

2月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
伊平屋村
伊是名村

国又は地方公共団体が空
港、港湾、河川、海岸、道
路等の公共又は公共事業
のために実施する調査及
び事業の施行について
は、正当な理由がなけれ
ば、これを拒んではならな
い。
　錨地及び船舶交通がふ
くそうする水域内において
は、漁具を固定してする漁
業を営んではならない。

共同2号 国頭漁業協同組合

国頭村と大宜味村との
境界線から、辺戸岬、
東海岸を経て東村と名
護市との境界線により
囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度43.031分
経度128度9.286分
緯度26度43.84分
経度128度7.743分
緯度26度53.054分
経度128度17.985分
緯度26度53.161分
経度128度17.985分
緯度26度45.131分
経度128度22.303分
緯度26度33.31分
経度128度11.895分
緯度26度35.565分
経度128度7.711

ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
国頭村
東村

同上

共同3号

名護漁業協同組合
本部漁業協同組合
今帰仁漁業協同組合
羽地漁業協同組合

大宜味村と国頭村の境
界線から、水納島、瀬
底島を含め、名護市と
恩納村の境界線により
囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度31.88分
経度127度55.828分
緯度26度32.624分
経度127度54.054分
緯度26度33.856分
経度128度56.291分
緯度26度35.540分
経度127度53.47分
緯度26度39.332分
経度127度46.475分
緯度26度40.582分
経度127度48.989分
緯度26度43.858分
経度127度52.024分
緯度26度43.608分
経度127度55.006分
緯度26度43.84分
経度128度7.743分
緯度26度43.031分
経度128度9.286分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
オゴノリ漁業
イバラノリ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

2月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権

名護市
本部町
今帰仁村
大宜味村

同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同4号 伊江漁協協同組合
伊江島周辺を囲んだ沿
岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度41.343分
経度127度42.796分
緯度26度46.6分
経度127度39.9分
緯度26度43.858分
経度128度52.024分
緯度26度40.582分
経度127度48.989分
緯度26度39.332分
経度128度46.475分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

2月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 伊江村 同上

共同5号 名護漁業協同組合

名護市と東村との境界
線から宜野座村と名護
市との境界線により囲
まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度35.565分
経度128度7.711分
緯度26度33.31分
経度128度11.895分
緯度26度27.952分
経度128度2.432分
緯度26度30.588分
経度128度59.857分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
オゴノリ漁業
イバラノリ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 名護市 同上

共同6号 恩納村漁業協同組合

恩納村と名護市との境
界線から恩納村と読谷
村との境界線により囲
まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度25.328分
経度127度44.518分
緯度26度27.116分
経度127度44.075分
緯度26度32.624分
経度127度54.054分
緯度26度31.88分
経度127度55.828分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

2月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 恩納村 同上

共同7号
金武漁業協同組合
宜野座村漁業協同組合
石川漁業協同組合

名護市と宜野座村との
境界線からうるま市具
志川とうるま市与那城
照間との境界線により
囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度30.588分
経度127度59.857分
緯度26度27.952分
経度128度2.432分
緯度26度20.827分
経度127度52.955分

モズク漁業
ヒジキ漁業
ホンダワラ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
バイガイ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
金武町
宜野座村
うるま市

同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同8号
勝連漁業協同組合
与那城町漁業協同組合

うるま市具志川とうるま
市与那城照間との境界
線から伊計島、宮城
島、平安座島、浜比嘉
島、浮原島、南浮原島、
津堅島を包含し、うるま
市勝連平敷屋ホワイト
ビーチ側県道８号線の
先端に囲まれた沿岸水
域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度20.827分
経度127度52.955分
緯度26度25.679分
経度127度59.389分
緯度26度25.262分
経度128度2.612分
緯度26度19.603分
経度128度2.864分
緯度26度12.629分
経度127度59.063分
緯度26度12.701分
経度128度54.884分
緯度26度18.221分
経度128度54.145分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 うるま市 同上

共同９号
沖縄市漁業協同組合
南原漁業協同組合

うるま市勝連内間に設
けられた点から沖縄市
と北中城村との境界線
により囲まれた沿岸水
域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度18.328分
経度127度53.981分
緯度26度16.329分
経度127度52.353分
緯度26度17.574分
経度128度50.683分
緯度26度18.275分
経度127度49.713分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
ホソスジナミガイ漁業
リュウキュウサルボウ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
うるま市
沖縄市

同上

共同10号
与那原・西原町漁業協
同組合
佐敷中城漁業協同組合

沖縄市と北中城村との
境界線から南城市佐敷
字仲伊保と南城市知念
字久原との境界線によ
り囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度18.275分
経度127度49.713分
緯度26度17.574分
経度127度50.683分
緯度26度16.329分
経度127度52.353分
緯度26度12.791分
経度127度49.444分
緯度26度12.809分
経度127度48.341分
緯度26度11.219分
経度127度47.943分

ヒジキ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
サザエ漁業
バイガイ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権

北中城村
中城村
西原町
与那原町

同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同11号 知念漁業協同組合

南城市知念字久原と南
城市佐敷字仲伊保との
境界線から久高島を含
めて南城市と八重瀬町
との境界線に囲まれた
沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度11.219分
経度127度47.943分
緯度26度12.809分
経度127度48.341分
緯度26度12.791分
経度127度49.444分
緯度26度12.701分
経度127度54.884分
緯度26度12.629分
経度127度59.063分
緯度26度8.788分
経度127度58.28分
緯度26度5.404分
経度127度47.091
緯度26度7.765分
経度127度45.62分

ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
バイガイ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 南城市 同上

共同12号

港川漁業協同組合
知念漁業協同組合
佐敷中城漁業協同組合
与那原・西原町漁業協
同組合
沖縄市漁業協同組合
南原漁業協同組合
勝連漁業協同組合
与那城町漁業協同組

うるま市勝連平敷屋ホ
ワイトビーチ側県道８号
線の先端から中城湾内
の平曽根を包含し、うる
ま市勝連内間に設けら
れた点により囲まれた
沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度18.221分
経度127度54.145分
緯度26度12.701分
経度127度54.884分
緯度26度12.791分
経度127度49.444分
緯度26度18.328分
経度127度53.981分

ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご網漁業

１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 うるま市 同上

共同13号 読谷村漁業協同組合

読谷村と恩納村との境
界線から嘉手納町と北
谷町との境界線により
囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度20.555分
経度127度44.759分
緯度26度511分
経度127度42.812分
緯度26度26.805分
経度127度41.58分
緯度26度27.116分
経度127度44.075分
緯度26度25.328分
経度127度44.518分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
読谷村
嘉手納町 同上

共同14号 北谷漁業協同組合

北谷町と嘉手納町との
境界線から北谷町と宜
野湾市との境界線によ
り囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度17.701分
経度127度45.426分
緯度26度18.311分
経度127度42.175分
緯度26度20.511分
経度127度42.812分
緯度26度20.555分
経度127度44.759分

ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
クロチョウガイ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 北谷町 同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同15号

那覇市沿岸漁業協同組
合
那覇地区漁業協同組合
浦添宜野湾漁業協同組
合

宜野湾市と北谷町との
境界線から那覇市と豊
見城市との境界線によ
り囲まれた沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度10.621分
経度127度39.094分
緯度26度10.772分
経度127度38.656分
緯度26度10.627分
経度127度36.532分
緯度26度13.666分
経度127度36.071分
緯度26度18.311分
経度127度42.175分
緯度26度17.701分
経度127度45.426分

モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
宜野湾市
浦添市
那覇市

同上

共同16号
糸満漁業協同組合
港川漁業協同組合

豊見城市と那覇市との
境界線から瀬長島を含
めて喜屋武岬を経て八
重瀬町と南城市との境
界線により囲まれた沿
岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度7.765分
経度127度45.62分
緯度26度5.404分
経度127度47.091分
緯度26度2.579分
経度127度37.795分
緯度26度10.627分
経度127度36.532分
緯度26度10.772分
経度127度38.658分
緯度26度10.621分
経度127度39.094分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
糸満市
八重瀬町 同上

共同17号 座間味村漁業協同組合
粟国島一円を囲んだ沿
岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度34.74分
経度127度12.16分
緯度26度33.845分
経度127度12.221分
緯度26度34.531分
経度127度15.236分
緯度26度36.463分
経度127度15.556分
緯度26度36.526分
経度127度13.552分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 粟国村 同上

共同18号
渡嘉敷漁業協同組合
座間味村漁業協同組合

久場島、屋嘉比島、座
間味島、阿嘉島、慶留
間島、渡嘉敷島、黒島
を包含した沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度14.521分
経度127度13.966分
緯度26度8.479分
経度127度13.63分
緯度26度7.502分
経度127度24.439分
緯度26度16.708分
経度127度26.888分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
渡嘉敷村
座間味村

同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同19号 渡名喜村漁業協同組合
渡名喜島等を囲んだ沿
岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度23.38分
経度127度4.534分
緯度26度24.094分
経度127度5.701分
緯度26度23.172分
経度127度9.226分
緯度26度21.833分
経度127度10.07分
緯度26度20.735分
経度127度8.793分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
カイジンソウ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

渡名喜村 同上

共同20号 久米島漁業協同組合
久米島周辺を囲んだ沿
岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度20.137分
経度126度42.463分
緯度26度22.484分
経度126度42.124分
緯度26度24.122分
経度126度46.624分
緯度26度21.057分
経度126度50.627分
緯度26度22.682分
経度126度56.762分
緯度26度20.908分
経度126度57.981分
緯度26度20.908分
経度126度48.482分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
イバラノリ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 久米島町 同上

共同21号 久米島漁業協同組合
鳥島周辺を囲んだ沿岸
水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度26度35.068分
経度126度48.95分
緯度26度35.813分
経度126度48.739分
緯度26度36.359分
経度126度51.328分
緯度26度35.541分
経度126度51.43分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 久米島町 同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同22号
宮古島漁業協同組合
伊良部漁業協同組合
池間漁業協同組合

八重干瀬を含み宮古
島、池間島、伊良部島、
下地島、大神島、来間
島等を包含した沿岸水
域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度24度49.846分
経度125度6.8分
緯度24度51.757分
経度125度7.439分
緯度24度55.345分
経度125度12.19分
緯度25度4.8分
経度125度12.934分
緯度25度5.73分
経度125度15.364分
緯度25度1.089分
経度125度21.489分
緯度24度41.745分
経度125度30.437分
緯度25度40.424分
経度125度11.867分

ヒトエグサ漁業
モズク漁業
クビレヅタウニ漁業
キリンサイ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
マガキガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年５月31日まで
12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
宮古島市
伊良部町

同上

共同23号
伊良部漁業協同組合
池間漁業協同組合
宮古島漁業協同組合

多良間島、水納島を包
含した沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度24度37.458分
経度124度39.78分
緯度24度46.958分
経度124度39.12分
緯度24度47.215分
経度124度43.468分
緯度24度37.574分
経度124度44.474分

ナマコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業

１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 多良間村 同上

共同24号 八重山漁業協同組合

石垣島、竹富島、黒島、
小浜島、新城島、鳩間
島、西表島等を包含し
た沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度24度17.247分
経度123度38.074分
緯度24度29.396分
経度123度47.692分
緯度24度28.687分
経度123度49.963分
緯度24度23.033分
経度123度58.669分
緯度23度23.099分
経度124度5.314分
緯度24度26.696分
経度124度2.803分
緯度24度29.633分
経度124度7.012分
緯度24度28.937分
経度124度11.945分
緯度24度37.96分
経度124度18.818分
緯度24度36.478分
経度124度22.712分
緯度24度20.127分
経度124度15.271分
緯度24度15.092分
経度124度8.546分
緯度24度12.088分
経度124度1.207分
緯度24度11.969分
経度124度55.004分

モズク漁業
キリンサイ漁業
イバラノリ漁業
ウニ漁業
イセエビ漁業
ナマコ漁業
タコ漁業
シャコガイ漁業
ヒロセガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
クロチョウガイ漁業
固定式刺網漁業
かご漁業

12月１日から翌年７月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権
石垣市
竹富町

同上



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

共同25号 八重山漁業協同組合
波照間島周辺を囲んだ
沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度24度2.393分
経度123度43.167分
緯度24度4.791分
経度123度42.154分
緯度24度4.687分
経度123度48.923分
緯度24度2.315分
経度123度48.866分

イセエビ漁業
ナマコ漁業
シャコガイ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業
固定式刺網漁業

７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 石垣市 同上

共同26号 八重山漁業協同組合
仲御神島周辺を囲んだ
沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度24度11.231分
経度123度33.162分
緯度24度11.705分
経度123度32.2分
緯度24度12.307分
経度123度32.802分
緯度24度11.978分
経度123度34.395分
緯度24度11.674分
経度123度34.471分

イセエビ漁業
ナマコ漁業
タカセガイ漁業
ヤコウガイ漁業
サザエ漁業

７月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 石垣市 同上

共同27号 与那国町漁業協同組合
与那国島周辺を囲んだ
沿岸水域

以下の緯度経度を結んだ範
囲
緯度24度26.048分
経度122度54.241分
緯度24度27.347分
経度122度55.126分
緯度24度29.666分
経度123度0.31分
緯度24度29.647分
経度123度2.813分
緯度24度27.988分
経度123度4.739分
緯度24度26.229分
経度123度2.393分
緯度24度25.304分
経度122度59.024分

ウニ漁業
イセエビ漁業
シャコガイ漁業
ヤコウガイ漁業

１月１日から12月31日まで
７月１日から翌年３月31日まで
９月１日から翌年５月31日まで
１月１日から12月31日まで

平成25年９月１日から
令和５年８月31日まで

団体漁業権 与那国町 同上


